
議 案 参 考 資 料 

［令和 7年第 4回定例会(12月)］ 

［担当課(室)係(担当)］ 

 公園緑地課 公園管理係 

議案名  

 議案第 89号 桐生市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特 

定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例案 

趣旨・目的 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「政令」

という。)の一部改正に伴い、条文中の文言整理を行うものです。 

概 要 

 政令の改正により生じた引用規定の条ずれを修正します。 

 ※本改正は、政令改正に伴う条ずれの修正であり、条例の内容に変更は

ありません。 

 (施行期日：公布の日) 

背景・経過 

 バリアフリー基準の見直しに対する社会的要請が高まっていることを踏ま

え、便所、駐車場及び劇場等の客席に係る同基準の見直し等を行うため、政

令の一部が改正され、令和 7年 6月 1日から施行されました。 

 


